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「
中
長
期
的
な
大
学
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
の
審
議
で
は
、

大
学
の
量
的
規
模
を
ど
う
考
え
る
か
が
大
き
な
論
点
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
。
今
回
は
、
そ
の
議
論
で
用
い
ら
れ
て
い
る
デ
ー
タ
の
主
な

も
の
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
を
含
め
、
大
学
分
科
会
で
の
配

布
資
料
は
、
全
て
文
部
科
学
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w
.

m
ext.go.jp/b_m

enu/shingi/chukyo/chukyo3/index.htm

）

に
て
掲
載
し
て
い
る
の
で
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

１
．
一
八
歳
人
口
と
進
学
率
等

ま
ず
、
大
学
の
量
的
規
模
に
関
し
、
平
成
一
七
年
の
「
我
が
国
の

高
等
教
育
の
将
来
像
（
答
申
）」
以
降
の
五
年
間
の
動
向
を
全
国
的

観
点
か
ら
俯
瞰
す
る
と
、
一
八
歳
人
口
と
高
校
卒
業
者
数
は
減
少
傾

向
に
あ
る
一
方
、
現
役
志
願
率
が
上
昇
し
て
い
る
中
で
、
大
学
入
学

者
数
は
短
大
を
含
め
る
と
微
減
（
七
〇
万
人
→
六
九
万
人
）
で
推
移

し
て
い
る
（
図
１
）。
今
後
の
一
八
歳
人
口
は
、
こ
の
先
一
〇
年
間

ほ
ど
は
一
二
〇
万
人
程
度
で
推
移
す
る
。

規
模
に
関
し
、
地
域
別
に
み
て
み
る
と
、
平
成
二
二
年
三
月
の
高

校
卒
業
者
の
う
ち
大
学
・
短
大
へ
の
進
学
率
は
全
国
平
均
で
、

五
六
・
八
％
だ
が
、
進
学
率
の
最
も
高
い
京
都
府
（
六
六
・
二
％
）
と

進
学
率
の
最
も
低
い
沖
縄
県
（
三
五
・
六
％
）
で
三
〇
％
の
差
が
あ

る
（
図
２
）。
ま
た
、
一
〇
年
後
の
一
八
歳
人
口
を
現
在
の
小
学
三

年
生
の
人
口
を
用
い
て
粗
く
試
算
す
る
と
、
日
本
全
体
の
一
八
歳
人

口
は
横
ば
い
で
推
移
す
る
の
に
対
し
、
東
北
、
中
国
、
九
州
地
方
の

県
に
お
い
て
一
割
か
ら
二
割
程
度
減
少
す
る
な
ど
地
域
に
よ
っ
て
ば

ら
つ
き
が
あ
る
（
図
３
）。

さ
ら
に
我
が
国
の
状
況
を
国
際
的
に
比
較
す
る
と
、
大
学
進
学
率

が
七
割
、
八
割
を
超
え
る
国
も
少
な
く
な
い
中
で
、
我
が
国
の
進
学

率
は
諸
外
国
と
比
較
し
て
著
し
く
高
い
と
は
言
え
な
い
（
図
４
）。

ま
た
、
我
が
国
の
場
合
に
は
、
諸
外
国
と
比
べ
社
会
人
や
外
国
人
の

受
入
れ
が
少
な
い
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。（
図
５
、

   
中
教
審
・
大
学
分
科
会「
中
長
期
的
な
大
学
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」の
審
議
状
況（
10
）

　

～
大
学
の
量
的
規
模
の
状
況
に
つ
い
て
～

文
部
科
学
省　

高
等
教
育
局�

高
等
教
育
企
画
課�

高
等
教
育
政
策
室�

専
門
職　

越　

政
樹　
　

連
載
・
大
学
分
科
会
の
審
議
経
過
に
つ
い
て



57 大学と学生　2011.1

表
１
）。
一
八

歳
人
口
に
加
え

て
、
地
域
や
年

齢
、
国
籍
な
ど

を
問
わ
ず
、
誰

も
が
大
学
で
学

ぶ
こ
と
が
で
き

る
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
・
ア
ク
セ
ス

の
推
進
が
課
題

と
な
っ
て
い
る
。
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２
．
設
置
認
可
に
関
す
る
状
況

昭
和
五
一
年
以
降
、
五
回
に
わ
た
り
、
高
等
教
育
の
全
体
規
模
、

地
域
的
配
置
に
つ
い
て
見
通
し
た
「
高
等
教
育
計
画
」
が
策
定
さ
れ

て
き
た
。「
高
等
教
育
計
画
」
で
は
、
大
学
等
の
新
増
設
の
抑
制
お

よ
び
大
都
市
の
大
学
等
の
新
増
設
が
抑
制
さ
れ
て
き
た
が
、「
事
前

規
制
か
ら
事
後
チ
ェ
ッ
ク
へ
」と
い
う
規
制
改
革
の
流
れ
を
踏
ま
え
、

抑
制
方
針
を
撤
廃
し
、
学
部
等
を
設
置
す
る
際
に
、
学
問
分
野
を
大

き
く
変
更
し
な
い
場
合
に
は
事
前
審
査
を
不
要
と
す
る
届
出
制
度
の

導
入
な
ど
大
学
設
置
基
準
や
審
査
手
続
き
を
大
幅
に
見
直
し
た
。
こ

う
し
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
近
年
、
大
学
の
収
容
定
員
が
急
増
し

て
い
る
が
、「
保
留
」
や
「
取
下
げ
」
な
ど
設
置
認
可
申
請
に
あ
た

っ
て
「
保
留
」
や
「
取
下
げ
」
な
ど
の
課
題
の
あ
る
件
数
が
増
加
し

て
い
る
（
表
２
）。
量
的
規
模
の
拡
大
に
伴
っ
て
、「
大
学
ら
し
さ
」

「
大
学
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
・
研
究
水
準
」
の
共
通
理
解
に
懸
念
が

生
じ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
抑
制
方
針
の
撤
廃
前
後
の
学
生
数
を
地
域
別
に
み
る
と
、

昭
和
五
一
年
以
降
東
京
二
三
区
内
の
学
生
数
や
割
合
は
減
少
し
た

が
、
平
成
一
四
年
か
ら
二
二
年
ま
で
に
学
生
数
、
割
合
と
も
に
増
加

し
て
お
り
、
都
心
へ
回
帰
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
（
図
６
）。

こ
の
こ
と
は
平
成
一
九
年
度
か
ら
二
二
年
度
ま
で
の
地
域
別
の
設

置
認
可
状
況
に
着
目
し
た
場
合
も
、
都
市
部
で
学
科
数
・
入
学
定
員

の
増
加
が
顕
著
で
あ
る
（
図
７
）。
分
野
別
で
は
、「
教
育
学
・
保
育

学
」
や
「
保
健
衛
生
学
」
と
い
っ
た
特
定
の
分
野
に
お
い
て
、
学
科

数
・
定
員
が
大
き
く
伸
び
て
い
る
（
図
８
）。

図
６
か
ら
図
８
は
、
大
学
全
体
の
規
模
や
地
域
的
配
置
に
対
す
る

抑
制
方
針
の
撤
廃
後
に
お
け
る
、
各
大
学
の
自
主
的
・
自
律
的
な
取

組
の
傾
向
の
一
面
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
今
後
の
各
大
学

の
自
主
的
判
断
に
も
資
す
る
情
報
提
供
の
仕
組
み
の
整
備
が
課
題
と

な
っ
て
い
る
。
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